
＝心も体も元気な子どもを育成するために 家族みんなで＝ 

はやね・はやおき・あさごはんを実践しましょう！ 

 

 
 
 
 
 

 新型コロナウイルス感染防止対策として，大和町内小・中学校では５月６日（水）まで臨時休

業措置をとっています。臨時休業の延長によって保護者の皆様には多大なるご負担をお掛けしてお

りますが，ご理解・ご協力をいただきますよう，よろしくお願いいたします。 

５月（学校再開後）の行事予定 
日 月 火 水 木 金 土 
    ７  

着任式  
始業式  
入学式 

８  
2～6年 4校時限 
1年 3校時限 

９ 

10 11  
2～6年弁当日 
1年 3校時限 

12  
4・5年田植え 
2～6年弁当日 
1年 3校時限 

13  
全校弁当日 
 

14  
全校弁当日 
交通教室 

15  
全校弁当日 
 

16 

17 18 19  20 21 
避難訓練 

22 23 

24 
 

25 26 27 28 29 30 

31  
親子奉仕作業 

※親子奉仕作業につきましては，後日詳細をお知らせします。 
※状況の変化により，予定が変更になる場合があります。ご了承願います。 

お知らせとお願い 

着任式・始業式 

【期日】5月 7日（木） 
【日程】8:15 2～6年登校 

8:25 着任式・第１学期始業式 
9:00 学級指導 
9:40 2～6年下校 

※当面はマスクを着用して登校してください。 
※毎朝，児童の検温，チェック表の記入をお願いします。チェック表は校舎に入る
前に提示していただき，確認後に校舎へ入っていただきます。発熱・咳の症状が
ある場合は，無理をせず，休ませてください。 

入学式 

【期日】5月 7日（木） 
【日程】10:00 受付 
    10:30 開式 
※保護者２名までの参加で，座席を離し，時間を短縮して実施します。 

授 業 
◇2～6年は，11日から通常授業となります。8日の下校時刻は 12:10の予定です。 
◇1 年は，12 日まで 3 校時限で，下校時刻は 11:30 の予定です。13 日以降につき
ましては，後日学級便りでお知らせします。 

給 食 
◇5 月 15 日（金）まで給食がありません。2～6 年は 5 日間，1 年は 3 日間，弁当
の準備をお願いいたします。 

放課後児童預かり 

◇ランドセル登館が再開されるまで，ランドセル登館に登録している児童におい
て，遠距離通学で家の人が下校後すぐに迎えに来られない児童を対象に，学校で
児童をお預かりします。希望する方は,事前に学校（345-2444）へお知らせくだ
さい。 

【時間】下校時～17:00 
【場所】図書室・会議室 
※部屋の換気をこまめに行い，密集・密接を避けた座席配置，行動をとらせます。 
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※裏面もご覧ください。 



＜運動取組カードについて＞ 

 臨時休業中の健康維持，体力向上に向けて，「運動取組カード」を活用します。子供た

ちには，カードを見ながら毎日こつこつ運動に取り組んでほしいと思います。運動取組カ

ードは始業式の日に集めます。保護者の皆様には，子供たちへのお声掛けや「できたらシ

ールを貼る」などの励ましをお願いします。 

 

 

臨時休業中の対応について 
 

【吉田小】ホームページ「学校日記」４月２２日アップ原稿 

 

各御家庭でお子さんたちはいかがお過ごしですか。 

臨時休業が延長されて子どもたちに会えない職員たちは「早く会いたい」という気持ちを抑えて，

休み中の学習プリントや学級だよりを作ったり学校再開後の準備をしたりしています。 

そのような中で，２０日(月)，大和町教育委員会では村井知事の要請や県教委の通知を受けて，

職員の感染拡大防止のために町内の各学校に対して「在宅勤務」を実施することになりました。 

つきましては，本校の対応についてお知らせとお願いをいたします。 

１ 本校では２３日午後と５月１日午前を除いて，７割超の職員を原則として在宅勤務とします。 

２ ４月２３日(木)午後に職員が分担して，学校・学級だよりと休業中の学習プリントなどを各御

家庭のポストに投函いたします。休業中の過ごし方や学校再開後の予定などについてお読みくださ

い。配布の電話を差し上げますので，御確認をお願いいたします。 

３ ２～６年生への教科書配布は済んでいます。乱丁や落丁がないことを御確認の上，記名して御

活用ください。 

４ 新１年生の入学手続きについては，先週各御家庭へお伝えしたとおり，返信用封筒を使って郵

送していただくことになっています。 

５ お子さんや御家族の皆様の健康状態について 

 （１）「SNS 等を活用した相談」 

 宮城県教育委員会では，児童生徒等の心のケアの観点から，電話相談ダイヤルや SNS 等を活用

した相談窓口を開設しています。 

総合教育相談事業 ↓ 

https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/gak-consult-index.html 

 （２）感染が判明した場合や濃厚接触者にあたると特定された場合 

すぐに学校へ連絡(電話 345-2444)をお願いいたします。 

 

 

 
※変更が生じた場合は，学校メールやホームページで随時お知らせいたします。 

 


